
「企業人員削減規定」の意見募集
　第95回
　人事社会保障省（人保省）は2014年12月31日付
で、「企業人員削減規定（意見募集稿）」（以下、意見募
集稿）を公布し、一般公衆向けに意見募集を行いまし
た。以下に挙げた内容に注意を払う必要があります。

　（１）人員削減回避の奨励制度
　意見募集稿は、企業に人員削減法定事由が発生した場合、
人員削減を行う前に労働組合または従業員代表と協議し、
配置転換研修、技能アップ研修、勤務時間の短縮、賃金調
整、ローテーション勤務など、できる限り人員削減を回避
または削減人数を減少させる措置を取るよう規定しまし
た。
　また、人員削減回避、削減人数の減少、就業職位安定の
有効な措置を取った企業に対し、人社部が国家関連規定に
基づき職位安定手当を与えるとしました。

　（２）人員削減の手順
　１．30日前に状況説明
　企業は30日前までに当該企業の労働組合または従業員
全体に以下の状況を説明するよう定めました。（Ａ）企業に
発生した人員削減法定事由の具体的な状況、発生した原因、
生産経営に関する状況資料または関連する証明を提供する。
（Ｂ）発生した状況が企業の生産経営に与える影響度、影響
範囲（部門、職位などの状況）。（Ｃ）企業が採取した削減
人数を減少させる措置。
　２．人員削減の初歩案を提示し意見を聴取
　人員削減の初歩案は、以下の内容を含むと規定しました。
（Ａ）人員削減の依拠とする法定事由。（Ｂ）人員削減の範
囲、削減人数、比率。（Ｃ）削減対象者の選択基準。（Ｄ）
人員削減時期および実施手順。（Ｅ）削減対象者の経済補償
の方式と基準。企業は労働組合または従業員の人員削減初
歩案に対する合理的な意見を聴取した後、修正・改善を行
うものとする。
　３．人員削減の確定案と削減対象者の名簿を公開
　４．当地の人社部門に人員削減案を書面で報告
　企業は当地の人社部門に以下の資料を提出するよう求め
られます。（Ａ）人員削減案。（Ｂ）人員削減案により確定
された削減対象者の名簿。（Ｃ）事前状況説明、労働組合ま
たは従業員の意見聴取の状況および労働組合または従業員
の意見などの資料。（Ｄ）削減対象者の賃金、経済補償およ
び社会保険料などを期日通りに満額支払い、あるいは納付
できるか、および相応の解決措置または解決案。（Ｅ）実施
した人員削減の減少、職場安定化の措置。（Ｆ）当地の人社
部門が報告を要求するその他の事項。
　５．企業は当地の人社部門の配達証明の受取日から10日
後に人員削減を実施
　意見募集稿は、企業が前述の（２）１、２の手続きを行
っていない場合、労働組合または従業員から再度処理を要
求する権利を賦与しました。

　このほか、労働契約の解除が従業員および社会に与える
影響を極力軽減するため、人員削減法定事由が発生し、労
働契約協議解除の人数が20人以上に達する企業に対し、意
見募集稿は報告義務も規定し、すなわち、企業は30日前に
企業労働組合または従業員全体に関連状況を告知し、かつ
労働契約の解除予定人数を当地の人社部門に報告しなけれ
ばならないと規定しました。

　（３）従業員の権利と利益の保護
　「労働契約法」第41条第２項が規定する３類型の優先的
に残留雇用する人員のほか、意見募集稿は、革命・正義の
ための犠牲者の遺族、当企業が受け入れた退役軍人など、
法律、行政法規が規定するその他の人員についても、企業
は優先的に残留雇用するよう規定しました。

　（４）企業が人社部門への報告義務に違反した場合の法
的責任
　真実と異なる人員削減の報告書面を提出する、および30
日前に状況説明し当地の人社部門に解除を予定する労働契
約の人数の報告する手続きを履行して人員削減の協議を行
わない企業が、当地の人社部門の是正命令を受けても是正
しない、あるいは当地の人社部門の行政処理決定の履行を
拒絶する場合、2,000元以上２万元以下の罰金に処すこと
ができると定めました。
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